
昭和三十八年法律第百三十三号 

老人福祉法 

第一章 総則 

（福祉の措置の実施者） 

第五条の四 六十五歳以上の者（六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められる

ものを含む。以下同じ。）又はその者を現に養護する者（以下「養護者」という。）に対する

第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有

するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでない

ときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号

の規定により入所している六十五歳以上の者又は生活保護法（昭和二十五年法律第百四十

四号）第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同

条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適

当な施設に入所している六十五歳以上の者については、これらの者が入所前に居住地を有

した者であるときは、その居住地の市町村が、これらの者が入所前に居住地を有しないか、

又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるこれらの者の所在地

の市町村が行うものとする。 

２ 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

二 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導

を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

 

第二章 福祉の措置 

（居宅における介護等） 

第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 

一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むの

に支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護（厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において

同じ。）若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であ

ると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条

の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を

供与することを委託すること。 

二～六 略  

 

（老人ホームへの入所等） 

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）



により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー

ムに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を

必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により

介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所すること

が著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホーム

に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託するこ

と。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させる

ことが不適当であると認められるものの養護を養護受託者（老人を自己の下に預つて養護

することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）のうち

政令で定めるものに委託すること。 

２ 略 

 

第三章 事業及び施設 

（老人短期入所施設） 

第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保

険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所

生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所

させ、養護することを目的とする施設とする。 

 

第四章の二 有料老人ホーム 

（届出等） 

第二十九条 有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の

提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの（以下「介護等」

という。）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する

場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。）をする事業を行う施設であつて、

老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定め

る施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を

設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 

一 施設の名称及び設置予定地 

二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

２～１２  

１３ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは

管理者若しくは設置者から介護等の供与（将来において供与をすることを含む。）を委託さ



れた者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する事項その他必

要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有

料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。 

１４ 略 

１５ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反

したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益

を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、

当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

１６ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法

律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合

であって、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その

事業の制限又は停止を命ずることができる。 

１７～１９  

 

第五章 雑則 

（審判の請求） 

第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると

認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、

第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をするこ

とができる。 

 


